
〔間〕

昭和 37年度 (問題)

午前の部

1. 養老保険で，月払純保険料が毎年 β色 (t=1， 2，…・・・，n -1 )だけ増加するように決

めたとする。
(12 ) 

初年度の月払純保険料 P~

第七年度の月払純保険料 P (12)=pi三J(1+βt-l ) 

(11 ) 
としたときの純保険料日

θP 1(12) 
を求める計算式を出し，かっ く0であるととを

8s七

証明せよ。

2. 平準純保険料式責任準備金は保険料積立金と未筋量保険料K分解されることを示し，日本

{宅金いて充足保険料式責任準備金といわれている責任準備金の未部品保険料Kついてその算

式を記せ白

午後の部

1.む才加入年払全其肱込n相持期養老保険の第七保険年度末責任制拾をいlVX+1 +π 

.色 Ux としたとき，との責任準備金はチルメル式である ζ とを示し，そのテルメル割合を

求めよ。

ととにい1V x十E は全期払込終身保険の平準純保険料式責任準備金， t U xは

Dx+Dx+， +・・・・十 Dx+い E

Dz十 t

とし，かつπはπ・色 Ux=  1-n-l V x +1 V(よって求めたものとする。

2. 利源別契約季語己当V(j;，-..いて，現行約歌の配当条項のもとで，配当金の計算期間と支払時期

との関係からみて，最も理論的と思われる配当率の算式を記せ。
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昭和 37年度 (解答)
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(12)D.，:1 "__件)= 1 2 p'; -， );い α x 唖 ( 1十点。)( 1十点'1 ) ( 1+ん)・・・・(1+s ~ )…(1) 

但しん =0とする。

~2) 
乙の式を 1 2 F.~ I aと卦くと宮支出の現価は A z ・司であることから

(12) A::s: :宣1
一一一一ーと在る

12a 

s tを大きくすると， (1)式のaの表現中1 }Jのなかの νく七在る項は不変Fνミti.まる項は

大き〈走るから aも大きくをる。

(12 ) 
したがって 9 Pl は小さくまる。す左わち

(12 ) 
θPi 
fjfJ古¥日

2e 第七保険年度末の責任準備金を屯 γ，第七十 1保険年度始の責任準備金を t+oVとし?

平準純保険料を Pとすれば，

も十。 γ =t V+P 

である。

一方第七+1保険年度末の責任準備金を 主十xVとしF その間C経過七十f( 0孟f5:.

1 ) VC孝子ける責任準備金を叶-f Vでるらわすと P

も十。 γは ~+HV言で連続的に変化するものとみなされFζれを経過f 0:)一次[嘉数と考えれば雪

七十rV=吋 oV + f (叫 2Vーも十ov)

{ t V+ f (吋lV一色 v)J+(1-f)p
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と分解されるo

t V+ f(山 Vーもりを保険料積立金，第2項(1-f)pを未経過保険料と称する。

ζのPはチルメル式の場合も同様に考えられるが，わが国の場合，維持費の未組邑部分も入

れて，全期払年A四分割払養老保険を例にとると，次のよう K計算される。

1. 初年度

古 川 + 三 五 +r')ーα，}と÷hz 〈叉什(v -i- ~x+川
のいずれか大きい方。

2. 次年度以降テルメル期間中

1 〆 αF 、
ーーァイ p+...-:T一一一一・ト r') 2.fg 、 ax:inJ ノ

3. チルメル期間経過後

三1&(山， ) 

ただし，初年度は，互の演が右の項よ b小さい場合には保険金支払と事業費支出に不充分で

ある理由から，そのうちの大きい方をとっているわけであるo

α α  
上式中のいわゆる充足保険料p+τ一一一+γーα，， p+;-ァ一一 + r' ， P+ r'は，

αX.司 α玄:iirJ

(テルメル純保険料)+(維持費の一部〉として説明されるo すまわち，営業保険料中，チ

ルメル純保険料亭Fよ(j.系住持費の一部r'だけが年間〈保険料分害i弘の場合はその分割された

期間〉をと長して一様K支出されてゆき，残 bの部分は収入があると同時に保険年度始〈保

険料分割払の場合は保険料払込のあるたび )VC一時に支出されるので，残bの部分は責任準

備金K全然影響を及ぼさ左いとみるのである。

との場合，新契約費α， (か左らずしも営業保険料算定に用いるαとは一致し左い。)も，

収入があると同時K支出されたとみて，計算上無視したわけであるo しかし，実際に保i演料

積立金の算式では，新契約当初に支出されて，保険科積立金がーα'にまるとしている。と

の場合は，収入側C保険料でも， αFを無視するわけにゆかないから，収入はチルメル純保

険料+r' +α，ナなわち

a/ αF 
{P+ァー +r'ーが }+α，=p+τ7一一 +r' 

αx : i iilα玄:司
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としまければ左らをい。したがって初年度末経過保険料は，

a ‘ 

一 一(P十.ァー +a/ ) 
2 .fe、 αx:玄1

とまるo

しかし9 日本では Nega七ive Reserve を認めず，経過Oの保険料積立金は-a'

で在<0とするので， ζ の式は使われ左いわけである口

午後 の部

色 Ux

Dx+ DX+l + DX+2 +・・斗 Dx十い E

Dx十世

N x-N x+も Nx-Nx+n Nx+t -N  x+n 

Dx+色 Dx十色 Dx+色

D z 

αx:日一 αx十色;吉ごす1

D玄十色

D x+ DX+l +・・・・十 Dx+n_t N x - N x+n 
一-E 】 x 一

Dx+n Dx+n 

Dx 
αx:司

Dx+n 

と変形される。
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であるととから

Dx 十 E

π=一一一一
D z 

αコc+n

αェ:τ10 a x+z 

とれ害、用いると
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， αz十色 、 Dx+n αzートn
t_IV:X:+I+rr. tUx=( 1一一一一)+一一一 x 

、 a'x+1 Dxα玄:笥 .αxヤ

〈 DX
ーーし司-ax+t .古川
Dx+色

迂x+主 Dx+n 託x+n Dx+n ax+n 
1--一一+-一一一.-ア一一一一一一一一円7一一一 × 

αX+I Dx十tαX+J Dx αX+l 

αx+も.n=τ1 

ax:τ了l

1一了一 (α山
(bx+J 

¥
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Dx+n αx十n ax十事 :n=τ1

Dx α x 十1 3 z : ー訂

tzx+色:玄ττDx十n ax十n αx+色 E工司

1一 . . 一一一一一てて一一
αz十 Dx α玄 +1αx:宝1

- αx+t : nτ司f ・ Dx+n・・ )~ 
一 (ax:百十ーで-ax+n)-;ア一一

α玄:司lJX: αx十I

αx+主:百=司 αx

αx:司 α:X:+l

αx+t:同 r三二 ) αてにおl

αx .司 αx十zαx:司

， α玄 、 α玄+七 :τごすl

=ーVx 六，-"τァ一一一 1) 
司 αz十1αx;nl 

したがって，与えられた式は全期チルメル式であ t，そのチルメル歩合は

αx 

τ 一一一 1 である。
α玄+1
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2. 現行約款によると，事業年度末に契約締結後1年をとえている有効契約に割り当て軍次

の年度の契約応当日.vc支払うととが原則であるo

事業年度と保険年度が一致するときはp 第七回目の剰余を B七とすれば保険金年度末払

の場合，利、源式方式Kよれば

B七=(t-l V十P/-L)ムi+(1+i')ム工Jームg-" ( 1一色 γ)

ただし， p'は営業保険料， Lは予言ろ経費pγ は実際利廻 bであるo

一般には事業年度と保険年齢一致せず，経過f(O<fく1)で契約したものKつい

ては

feB色 -1十 (1-f)Bt

を支払うのが理論的であると思われる。しかしF 実際Kは事務の能率性p 簡便性から

B也 =6.i0 古V+ムL+ム lf( 1一色V)

が使用される n

1の別解

Wも=七ー1γx十I十 πotUx. と奉子 (0

V P x+t 円 γ:+1 t-lVX十 1+ PX+l - v g-X+色 ( 1豆七三玉n-1 ) 

〈保険金即時払在ら，最後の-v伊 x+tを -vゴトg-Xい とする)

両辺VC Dx+色をかけて

Dx十事+1 0 t V x+J = D X+も・ t-lV X.+l + PX+l Dx.十色-Cx+色 ・・・・・・・・(1)

〈保険金即時弘左ら最後の-Cx+tは- C x+t とする。以下同様〉

一方 πDx十七 =π(N叶ーも -Nx+山 )=π(NX-Nx十件 1)ーπ(Nx-Nx十屯)

= πz十 1Ux.Dx十も +1ー π tUx Dx+屯 ・・・・・・・・・・・・ーT.....0・e・(2)

(1)ー(2)を整頓すると，

Dx+山 (tVX+l+πt+1 U x) = Dx+ t (ぃ1VX+1+πo tU x) 

+ (PX+J +π )Dz+也-C玄い(1豆七S:n-1) 

す左わち

Dxい +IW叶 1=Dx+色 W色 +(PX+l+π)DX十も-Cx+t(1豆七自-1)…・ (3)

πのきめ方から， Wn = 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ M ・・・・・・・・・・・・ 9 ・・ a ・・・・・・ (4) 
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W古(七=0， 1，……， n )は(3)，(4)からt X才加入n年養老のチルメ Jレ式責任準'備金で

あるととが明らかである。

そのテルメル歩合αは，

α 
Px ~ñl +マァ 一 一=PX+ 1 +π 

αx .言1

を解〈ととKよって求まる o すなたち，

α=(PX+J +π-PX;司 )ιX:司

特VC，問題の養老保険が保険金期末払C場合は，とのαは次のように，簡単ま形K在る。

，一 、 D x + n α x + n
π=一一一(1-n _ J V x + I ) =一一一 τァ一一 寸了一一

nUx ‘ Dxαx:司 αX+l

PHI-h=(ムー d)一(τ_1~ d)=τ ーごL
α X +lαx:τlαX+lαx:司

αェ:!i1 αzDx+n ax+n • α=一一一一一一一一ー
Dx a x+l 

+τ了一一一一一τ了一一--1 
αX+lαX+l  

2の別解

年掛契約K限って解答する。

B色:時点七で支払われる通常の配当(2豆七三玉n，七は整数〉

B t .区間(t，七+1 )で支払われる死亡飽E当(死亡保険金と一緒K支払われるけ

B ~ .満期街路(満期保険金と一箱に支払われる。〉

G色:区間 (t，t+1)で発生する荊除(危険準備金繰入額等は必要経.費とみをして

予め控除する。〉

1 i .実際経験Kよる残存数で

工;+2=工;- d~ - d; 

ととvc，d!は死亡者数， d;は解約者数とする。

d ート『与 d 
また， D ~ = v' 工:， C二 v' ^ I玄 d; 

際利回bとして，

V' = 
1+γ 
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以上の記号を使うと，契約者の群団と保険会社との問の公平性は，

n _1 D:+t+1 D~+t D_l C~+t D~+n 
.E Gt= E一一一一-Bx+も十}; B~+ も+一一一 B~+ 口
t ~ 0 D~ t :-:: 2 Di 七 ~l D~ D;. 

のよう K表現される。

これに，さらK脱退してゆく時点のとと在る契約者相互間の公平性を加えてみる。発生し

た剰余はできるかぎbはやく返すのがよいが，現行約款では初年度配当をしないととに在っ

ている D 初年度粛除G。は，

1 0 B2 に含ませて払う。他のGiは，その年度末K払う。

20 
全期間または，ある期間に分割して払う。他のGiは，その年度末K払う。

30 Go→ B2 ， G，→ B3 ，… G且 -2→Bn， Gn_1→ B 1のように，剰余はす

べて 1年すえないてから払う。

等C配当方式が考えられる。ただ，満期後配当 B~? 死亡後配当 B fを出すためKは，通常

の配当をけずって公〈必要がある。

満期後配当 BEが，大体 Bnと匹敵するぐらいのものを出すためには 3
0
の方式による

のが最も自然であるので，以下ζれにしたがう Dすると Gもを， Bt+2 ， B~+l で

( 0豆七三玉n-2)，Gn
_

1 をB2で処分するとと K在るから

/DJ+t+1・Gt= Dx+叶 2Bt+2 + C~+t+l B~+J ( 0豆七三玉n-2)

7 ι Bm ・・・・・… ..…・(1)

¥ 

普通 B~+l =Bも+2 としているので，との条件を入れると， (1)式から配当が一意的

K求まることになる。
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